
公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

契約の相手方の商号

又は名称及び住所

東京国際空港公益共同溝付帯設備撤去その他
工事
令和7年8月5日～令和7年10月31日
電気工事業

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月5日
白羽電気（株）
東京都豊島区南池袋４丁目２２番３号

1010001005707

再度の入札をしても落札者がなかった
ため、会計法第29条の3第5項、予算決
算及び会計令第99条の2の規定を適用
し随意契約を締結したものである。

9,955,000 9,460,000 95.03

上品山AEIS局舎改修外3件実施設計業務
令和7年8月21日～令和8年3月6日
建設コンサルタント

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月20日
（株）荒木総合計画事務所
福岡県久留米市通町１０番地４

8290001075988

再度の入札をしても落札者がなかった
ため、会計法第29条の3第5項、予算決
算及び会計令第99条の2の規定を適用
し随意契約を締結したものである。

12,881,000 12,650,000 98.21

大島VORTAC送電線路地中化工事実施設計
令和7年8月26日～令和8年3月19日
建設コンサルタント

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月25日
（株）ＴＥＣＨＲＥＶＯ
茨城県つくば市東光台５丁目１３番地２１

4050001017448

再度の入札をしても落札者がなかった
ため、会計法第29条の3第5項、予算決
算及び会計令第99条の2の規定を適用
し随意契約を締結したものである。

3,962,910 3,960,000 99.93

東京国際空港公益共同溝付帯設備撤去その他
工事
令和7年8月5日～令和7年10月31日
電気工事業

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月5日
白羽電気（株）
東京都豊島区南池袋４丁目２２番３号

1010001005707

再度の入札をしても落札者がなかった
ため、会計法第29条の3第5項、予算決
算及び会計令第99条の2の規定を適用
し随意契約を締結したものである。

9,955,000 9,460,000 95.03

上品山AEIS局舎改修外3件実施設計業務
令和7年8月21日～令和8年3月6日
建設コンサルタント

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月20日
（株）荒木総合計画事務所
福岡県久留米市通町１０番地４

8290001075988

再度の入札をしても落札者がなかった
ため、会計法第29条の3第5項、予算決
算及び会計令第99条の2の規定を適用
し随意契約を締結したものである。

12,881,000 12,650,000 98.21

落札率
（％）

再就職の
職員の数

備　　考公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名
並びにその所属する部
局の名称及び所在地

契約締結日
予定価格

（円）
契約金額

（円）

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公

募）
法人番号



公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

契約の相手方の商号

又は名称及び住所

落札率
（％）

再就職の
職員の数

備　　考公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名
並びにその所属する部
局の名称及び所在地

契約締結日
予定価格

（円）
契約金額

（円）

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公

募）
法人番号

大島VORTAC送電線路地中化工事実施設計
令和7年8月26日～令和8年3月19日
建設コンサルタント

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月25日
（株）ＴＥＣＨＲＥＶＯ
茨城県つくば市東光台５丁目１３番地２１

4050001017448

再度の入札をしても落札者がなかった
ため、会計法第29条の3第5項、予算決
算及び会計令第99条の2の規定を適用
し随意契約を締結したものである。

3,962,910 3,960,000 99.93



公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約の相手方の商号

又は名称及び住所

新潟RCM調整外1件作業

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月1日
沖電気工業(株)
東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号

7010401006126

公募手続きを行ったところ、左記業者以
外の希望者がなく、左記業者が本業務
の唯一の契約相手方であることが確認
されたことから、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し随意契約を締結
したものである。

2,799,755 2,750,000 98.22

箱根ＳＳＲ外２か所定期整備その他作業

分任支出負担行為担当官
東京空港事務所長
松岡　慎治
東京都大田区羽田空港3-
3-1

令和7年8月4日
（株）信光
神奈川県横浜市中区不老町１－１－５

7020001095287

公募手続きを行ったところ、左記業者以
外の希望者がなく、左記業者が本業務
の唯一の契約相手方であることが確認
されたことから、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し随意契約を締結
したものである。

6,987,794 6,820,000 97.60

新潟空港ATIS用CCS調整外2件作業

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月4日
日本無線(株)
東京都三鷹市牟礼６丁目２１番１１号

3012401012867

公募手続きを行ったところ、左記業者以
外の希望者がなく、左記業者が本業務
の唯一の契約相手方であることが確認
されたことから、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し随意契約を締結
したものである。

9,428,903 9,240,000 98.00

帯広SSR定期整備その他作業（帯広）

分任支出負担行為担当官
新千歳空港事務所長
黒川　俊之
北海道千歳市美々新千歳
空港内

令和7年8月5日
東芝電波テクノロジー（株）
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地

5020001075910

公募手続きを行ったところ、左記業者以
外の希望者がなく、左記業者が本業務
の唯一の契約相手方であることが確認
されたことから、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し随意契約を締結
したものである。

8,413,138 8,085,000 96.10

函館TSR定期分解整備その他作業（函館）

分任支出負担行為担当官
新千歳空港事務所長
黒川　俊之
北海道千歳市美々新千歳
空港内

令和7年8月5日
日本電気（株）
東京都港区芝5丁目7番1号

7010401022916

公募手続きを行ったところ、左記業者以
外の希望者がなく、左記業者が本業務
の唯一の契約相手方であることが確認
されたことから、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し随意契約を締結
したものである。

16,949,647 16,500,000 97.35

⽻⽥第２ＴＳＲ定期分解整備作業

分任支出負担行為担当官
東京空港事務所長
松岡　慎治
東京都大田区羽田空港3-
3-1

令和7年8月19日
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７番１号

7010401022916

公募手続きを行ったところ、左記業者以
外の希望者がなく、左記業者が本業務
の唯一の契約相手方であることが確認
されたことから、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し随意契約を締結
したものである。

15,364,679 15,180,000 98.80

落札率
（％）

再就職の
職員の数

備　　考物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約締結日
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公

募）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

法人番号



公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約の相手方の商号

又は名称及び住所

落札率
（％）

再就職の
職員の数

備　　考物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約締結日
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公

募）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

法人番号

新千歳ＣＣＳ調整外２件作業

支出負担行為担当官
東京航空局長
大嚨　統
東京都千代田区九段南1-
1-15

令和7年8月26日
沖電気工業(株)
東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号

7010401006126

公募手続きを行ったところ、左記業者以
外の希望者がなく、左記業者が本業務
の唯一の契約相手方であることが確認
されたことから、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し随意契約を締結
したものである。

26,676,128 26,400,000 98.96


